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ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について 

（要旨） 

 

 

国内外でワクチンの接種が進展しつつあることを踏まえ、検疫所が確保する宿泊施設にて６・10

日間の待機対象となっている指定国・地域以外の国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚

生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、入国後 14 日目までの

自宅等での待機期間中、入国後 10 日目以降に改めて自主的に受けた検査（PCR 検査又は抗原定量

検査）の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めない

こととします。 

また、検疫所が確保する宿泊施設にて３日間の待機対象となっている、水際対策上特に対応すべ

き変異株に対する指定国・地域及び水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに

対する指定国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン

接種証明書を保持する方については、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めないこととしま

す。 

なお、これらの措置は令和３年 10 月１日午前０時以降に入国・帰国される方を対象に実施する

こととします。 

 

詳細は、次頁の「水際対策強化に係る新たな措置（１８）」をご参照ください。  
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水際対策強化に係る新たな措置（１８） 

（ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について） 

      

令和３年９月 27日 

 

１．一部の国・地域からの入国者及び帰国者の自宅等待機期間について 

「水際対策強化に係る新たな措置（１７）」（令和３年９月 17 日）（以下、「措置（１７）」）の

１．（３）の指定国・地域、措置（１７）の２．の指定国・地域又は措置（１７）の指定国・地域

以外の国・地域から入国・帰国する、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書（外

務省及び厚生労働省において有効と確認したもの。以下同様。）を保持している者については、

入国後 10 日目以降に改めて自主的に受けた検査（PCR 検査又は抗原定量検査）の陰性の結果を

厚生労働省に届け出た場合、入国後 14 日目以前であっても、自宅等での残余の待機の継続を求

めないこととする。 

 

２．一部の国・地域からの入国者及び帰国者の施設待機について 

措置（１７）の１．（３）の指定国・地域又は措置（１７）の２．の指定国・地域から入国・帰

国する、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書を保持している者については、

検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後３日目の検査を求めないこととする。 

 

（注１）上記に基づく措置は、令和３年 10月１日午前０時（日本時間）以降に入国・帰国する者を対象とする。 

（注２）上記に基づく措置において有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は別添

の定めるところによるものとし、変更が生じた場合は外務省及び厚生労働省にて改訂版を作成の上、公表する。 

        

（以上） 
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水際対策強化に係る新たな措置（１８）の適用に当たって 

有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書について  

 

令 和 ３ 年 ９ 月 2 7 日 

厚 生 労 働 省 

健 康 局 

結 核 感 染 症 課 

健 康 課 

医 薬 ・ 生 活 衛 生 局 

検 疫 所 業 務 課 

外 務 省 領 事 局 政 策 課 

 

「水際対策強化に係る新たな措置（１８）」（令和３年９月 27 日）に基づく措置の適用に当たっ

て、有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は、原則下記の１．

又は２．のいずれかに該当するものとします。 
 

１．日本で発行された証明書のうち、下記のいずれかに該当するものであって、ワクチンを２回以

上接種し、日本入国・帰国時点で２回目の接種日から 14日以上経過していることが分かるもの 

（１）日本政府又は日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種 

証明書（海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書） 

（２）日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証 

（３）日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書 
 

２．外国で発行された証明書については、（１）～（３）のすべてを満たすもの 

（１）下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。 

氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数（注１） 

（注１）接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳（日本語又は英語）が添付

され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。 
 

（２）下記のいずれかのワクチンを２回以上接種し、日本入国・帰国時点で２回目の接種日から 14

日以上経過していることが分かること。（注２） 

ワクチン名／メーカー 指定日 指定解除日 

コミナティ(COMIRNATY)筋注／ファイザー（Pfizer） 令和３年９月 27日 
 

バキスゼブリア（Vaxzevria）筋注／アストラゼネ

カ（AstraZeneca）（注３） 

令和３年９月 27日  

COVID-19 ワクチンモデルナ（COVID-19 Vaccine 

Moderna）筋注／モデルナ（Moderna） 

令和３年９月 27日  

（注２）異なる種類のワクチンを接種した場合も、合計の接種回数が２回以上かつ２回目の接種日から 14 日以

上経過していれば有効と認めます。 

（注３）アストラゼネカから技術供与を受けて、インド血清研究所が製造する「コビシールド（Covishield）」に

ついては現時点で該当するワクチンとして認めませんが、今後の扱いについては、厚生労働省において令和３

年 10月上旬を目途に審査します。 
 

（３）別紙に記載されたいずれかの国・地域の政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書

であること。         （以上）  

別添 
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有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対する 

ワクチン接種証明書発行国・地域 

 

国・地域名 

北米 

米国全土（ＣＤＣカード） 

米国（北マリアナ） 

米国（ニューヨーク州） 

米国（ニューヨーク市） 

米国（バージニア州） 

米国（ペンシルベニア州フィラデルフィア市） 

米国（メリーランド州） 

米国（ルイジアナ州） 

米国（ワシントン DC） 

米国（ワシントン州） 

カナダ（アルバータ州） 

カナダ（ブリティッシュコロンビア州） 

カナダ（ユーコン準州） 

カナダ（ケベック州） 

カナダ（オンタリオ州） 

カナダ（ニューファンドランド・ラブラドール

州） 

欧州 

アイルランド 

アンドラ 

イタリア 

英国 

エストニア 

オーストリア 

オランダ 

キプロス 

ギリシャ 

クロアチア 

スウェーデン 

スペイン 

スロバキア 

スロベニア 

チェコ 

デンマーク 

ドイツ 

ハンガリー 

フィンランド 

フランス 

ブルガリア 

ベルギー 

ポーランド 

ポルトガル 

マルタ 

ラトビア 

リトアニア 

ルーマニア 

ルクセンブルク 

コソボ 

ベラルーシ 

アジア 

インドネシア 

シンガポール 

スリランカ 

タイ 

ベトナム 

香港 

マレーシア 

大洋州 

サモア 

パラオ 

中南米 

エクアドル 

ベリーズ 

ホンジュラス 

中東・アフリカ 

チュニジア 

トルコ 

レバノン 

ガボン 

 

  

別紙 
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水際対策強化に係る新たな措置（１７） 

（水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について） 

      

令和３年９月 17日 

 

１．水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域 

水際対策上特に対応すべき変異株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入

状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に

判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定

国・地域」として、下記の追加的措置を実施することとする。 

 

（１）別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定

する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）での 10 日間の待機を求める。その上で、入国後

３日目、６日目及び 10 日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者

については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日目までの間自宅等での待機を求

めることとする。 

また、このうち別途指定する国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事

情がない限り、拒否することとする。 

 

（２）別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定

する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）での６日間の待機を求める。その上で、入国後３

日目及び６日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、

検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日目までの間自宅等での待機を求めることとす

る。 

また、このうち別途指定する国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事

情がない限り、拒否することとする。 

 

（３）別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定

する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）での３日間の待機を求める。その上で、入国後３

日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、

入国後 14日目までの間自宅等での待機を求めることとする。 

     

２．水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域 

上記１．に基づく指定国・地域以外の国・地域のうち、新型コロナウイルスに関する知見、各

国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、

各国・地域からの流入リスクを総合的に判断し、流入リスクが高いと判断される国・地域からの

すべての入国者及び帰国者に対し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応

すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」として、当分の間、検疫所長の

指定する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）での３日間の待機を求める。その上で、入国

後３日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退

所し、入国後 14日目までの間自宅等待機を求めることとする。 

 

参考 
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（注１）上記に基づく措置は、令和３年９月 20 日午前０時（日本時間）から行うものとし、同日時までは「水際対策

強化に係る新たな措置（１５）」（令和３年６月 28日）及び「水際対策強化に係る新たな措置（１６）」（令和３年

７月６日）による水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する指定国・地域への指定及び措置を継続する。令和

３年９月 20 日午前０時からの上記に基づく措置の実施に伴い、「水際対策強化に係る新たな措置（１５）」（令和

３年６月 28 日）及び「水際対策強化に係る新たな措置（１６）」（令和３年７月６日）による水際対策上特に懸念

すべき変異株等に対する指定国・地域への指定及び措置はすべて廃止する。 

（注２）上記における水際対策上特に対応すべき変異株は、ワクチンの効果を減弱させる又はワクチンの効果が不明

なもの等の変異株とする。当該変異株の指定及び指定の解除については、外務省及び厚生労働省において確認の

都度、別添１の書式で公表することとし、「水際対策強化に係る新たな措置（１５）」（令和３年６月 28日）の別添

１の書式は廃止する。 

（注３）上記に基づく指定国・地域については、措置の対象となる国・地域の指定、指定内容の変更及び指定の解除に

ついて、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添２の書式で公表することとし、「水際対策強化に係る新

たな措置（１６）」（令和３年７月６日）の別添の書式は廃止する。 

（注４）上記に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前 14日以内に上記に基づく指定国・地域における滞在

歴のある者を対象とする。 

（注５）上記に基づいて、令和３年９月 18日以降に指定された国・地域については、検疫所長の指定する場所での待

機は指定日の３日後の日の午前０時から実施し、在留資格保持者の再入国の原則拒否は指定日の２日後の日の午

前０時から実施する。また、今後、上記に基づく指定内容の変更及び指定の解除について、検疫所の指定する場所

での待機に係る指定内容の変更及び指定の解除は公表日の３日後の日の午前０時から実施し、在留資格保持者の

再入国の原則拒否に係る指定内容の変更及び指定の解除は公表日の２日後の日の午前０時から実施する。 

（注６）上記に基づく在留資格保持者の再入国の原則拒否について、指定日の翌日までに再入国許可をもって出国し

た「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が、当該措置対象

国・地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとし、また、指定日の２日後以降に出国した

者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、この再入国拒否対象とはならない。 

        

（以上） 
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New measures for border enforcement (18) 

(Quarantine period for cross-border travelers and returnees who 

possess a COVID-19 vaccination certificate) 

September 27, 2021 

 

1. Period of staying at places such as their own residence after the entry into Japan for 

cross-border travelers and returnees from some of the countries and regions which are 

separately listed among the designated countries/regions 

Cross-border travelers and returnees from designated countries/regions subject to 1(3), 2 

of New measures for border enforcement (17) (September 17, 2021), or all cross-border 

travelers and returnees from countries/regions other than those subject to the measure, 

who obtain a COVID-19 vaccination certificate (validity of which is confirmed by the 

Ministries of Foreign Affairs(MOFA) and the Ministry of Health, Labour and Welfare(MHLW). 

Hereinafter the same shall apply.) may not be required to stay for the remaining period of 

14 days after the entry into Japan at places such as their own residence, when they submit 

a negative result of PCR test or Quantitative Antigen test（CLEIA）conducted on the 10th 

day and after to the MHLW. 

 

2. The measure of staying at designated facilities for cross-border travelers and returnees 

from some of the countries/regions 

Among cross-border travelers and returnees from designated countries/regions subject to 

1(3) or 2 of New measures for border enforcement (17), who obtain a COVID-19 vaccination 

certificate may not be required to stay for 3 days at facilities designated by the Chief of the 

Quarantine Station and retest on the third day.  

 

 (Note 1) The measures mentioned above will be applied from 0:00am (JST) on October 1, 

2021. 

 (Note 2) Valid COVID-19 vaccination certificate based on the above will be published on 

the format of the Annex, whenever the MOFA and the MHLW of Japan so confirm. 

 

                                                          (End) 
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(Annex) 

New measures for border enforcement (18) 

Regarding the validity granted official Vaccination Certificate of COVID-19 

September 27, 2021 

 

 On the ground of applying measures based on New measures for border 

enforcement (18) (September 27, 2021), valid Vaccination Certificates of Covid-19 are, in 

principle, designated under those conditions below. 

 

1. The Vaccination Certificate of COVID-19 issued in Japan, which fall under any one of 

the categories (1)-(3) below, indicating that at least two doses of COVID-19 vaccine 

are inoculated, as well as 14 days have passed after the date of second dose, at the 

time of entering/returning to Japan. 

 (1) Vaccination Certificate of COVID-19 issued by either the Government of Japan or the 

local public authority/municipality in Japan (The Vaccination Certificate of COVID-19 for 

overseas travel)  

 (2) Certificate of Vaccination for COVID-19 issued by the local public authority/ 

municipality in Japan 

 (3) Record of Vaccination for COVID-19 issued by the medical institutions in Japan 

 

2. Vaccination Certificate of COVID-19 issued abroad shall fulfill with all three 

requirements (1)-(3) below. 

 (1) All relevant items described below shall be stated/indicated on the Certificate either in 

Japanese or in English. 

Name, date of birth, product name or manufacturer of vaccines, vaccination date, the 

number of COVID-19 vaccine doses (Note 1) 

 (Note 1) Vaccination Certificates of COVID-19 written in languages other than Japanese 

or English, are considered as valid if the translation (Japanese/English) is attached and all 

items and context are clearly identifiable. 

  

(2) It shall be clearly indicated that at least two doses of each type of COVID-19 vaccine 

described below are inoculated, as well as 14 days have passed after the date of second 

dose at the time of entering/returning to Japan. (Note 2) 

 



3 
 

Product Name or Manufacturer Designated date Abolished date 

COMIRNATY, Intramuscular 

injection / Pfizer 

September 27, 2021  
 

Vaxzevria, Intramuscular injection / 

AstraZeneca (Note 3) 

September 27, 2021  

COVID-19 Vaccine Moderna, 

Intramuscular injection / Moderna 

September 27, 2021  

 (Note 2)  In case you have inoculated more than one type of COVID-19 vaccines from 

different manufacturers, it will be approved if at least two doses are completed in total as 

well as 14 days have passed after the date of second dose. 

 (Note 3)  Covishield licensed by AstraZeneca and produced by the Serum Institute of 

India, is not approved as a valid vaccine at the moment. Nonetheless, the MHLW is in the 

process of examining its validity by early October.  

 

(3) A vaccination Certificate should be issued by an official body such as government of 

any of the countries/regions listed in the attachment to this Annex. 

 

 (End) 
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(Attachment to the annex) 

Attachment to the annex 

List of countries and regions whose vaccination certificates of COVID-19 are recognized 

as valid. 

 

Countries/Regions 

North America 

The United States of America/All States（CDC 

Card） 

The United States of America（Northern 

Mariana） 

The United States of America（State of New 

York） 

The United States of America（New York City） 

The United States of America（State of Virginia） 

The United States of America（Philadelphia, 

Commonwealth of Pennsylvania） 

The United States of America 

（State of Maryland） 

The United States of America（State of 

Louisiana） 

The United States of America 

（Washington D.C.） 

The United States of America（State of 

Washington） 

Canada（Province of Alberta） 

Canada（Province of British Colombia） 

Canada（Province of Yukon Territory） 

Canada（Province of Quebec） 

Canada（Province of Ontario） 

Canada（Province of Newfoundland and 

Labrador） 

Europe 

Ireland 

Andorra 

Italy 

The United Kingdom 

Estonia 

Austria 

The Netherlands 

Cyprus 

Greece 

Croatia 

Sweden 

Spain 

Slovakia 

Slovenia 

The Czech Republic 

Denmark 

Germany 

Hungary 

Finland 

France 

Bulgaria 

Belgium 

Poland 

Portugal 

Malta 

Latvia 

Lithuania 

Romania 

Luxembourg 
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Kosovo 

Belarus 

Asia 

Indonesia 

Singapore 

Sri Lanka 

Thailand 

Viet Nam 

Hong Kong 

Malaysia 

Oceania 

Samoa 

Palau 

Latin America and the Caribbean 

Ecuador 

Belize 

Honduras 

Middle East・Africa 

Tunisia 

Turkey 

Lebanon 

Gabon 


